
  
 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
議
長
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
提
出
さ
れ
た
政
務
活
動
費
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
を
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 

（
第
百
条
第
十
六
項
関
係
） 

二 

普
通
地
方
公
共
団
体
が
政
務
活
動
費
を
交
付
す
る
こ
と
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
政
務
活
動
費
に
係
る
支
出
の
適

正
を
確
保
す
る
た
め
、
提
出
さ
れ
た
政
務
活
動
費
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
に
関
し
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
等
が

協
議
を
行
う
た
め
の
場
が
設
け
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
百
条
第
十
八
項
関
係
） 

三 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
関
係
） 

四 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


